
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
七
二

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
六
件

一
七
二

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

一
七
四

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
七
件

一
七
四

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
四
件

一
七
六

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
三
件

一
七
七

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
三
件

一
七
八

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
七
八

福
島
県
公
安
委
員
会

○
福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
七
九

○
福
島
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
八
二

規

則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
十
二
号

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
第
八
項
中
「
第
十
一
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
十
四
項
ま
で
」
を
、
「
入
居
者
の
う
ち
」
の
下
に

「
、
条
例
第
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
被
災
者
等
並
び
に
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
帰
還
者

及
び
居
住
制
限
者
で
あ
っ
て
」
を
加
え
、
「
日
か
ら
」
を
「
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
管
理
を
開
始
し

た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合
は
そ
の
月
）
か
ら
起
算
し
て
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

復
興
公
営
住
宅
の
入
居
者
の
う
ち
、
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
収
入
超
過
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た

12
者
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
家
賃
の
額
が
、
政
令
第
八

条
第
二
項
に
規
定
す
る
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
の
額
を
入
居
す
る
住
宅
（
共
同
住
宅
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
住
宅
の
共
用
部
分
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
の
床
面
積
の
合
計
に
千
三
百
円
を

乗
じ
て
得
ら
れ
る
額
（
以
下
「
減
免
近
傍
同
種
家
賃
」
と
い
い
、
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
。
）
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
家
賃
の
額
を

超
え
る
場
合
、
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
超
過
す
る
額
を
免
除
す
る
も
の
と
す

る
。復

興
公
営
住
宅
の
入
居
者
の
う
ち
、
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
高
額
所
得
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た

13
者
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
家
賃
の
額
が
、
減

免
近
傍
同
種
家
賃
を
超
え
る
場
合
、
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
超
過
す
る
額
を

免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

復
興
公
営
住
宅
の
入
居
者
の
う
ち
、
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
の
申
告
が
な
い

14
者
に
お
い
て
、
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
請
求
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
請

求
に
応
じ
な
い
場
合
の
家
賃
の
額
に
つ
い
て
は
、
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
の
額
が
、
減
免
近
傍
同

種
家
賃
を
超
え
る
場
合
、
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
超
過
す
る
額
を
免
除
す
る

も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
住
宅
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業

振
興
部
商
業
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
モ
ー
ル
い
わ
き
小
名
浜

福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
字
辰
巳
町
七
九
番
地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

───────────────────────────────────────────────────────────
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意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
白
河
市
産
業
部
商

工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
白
河
横
町

福
島
県
白
河
市
横
町
一
一
四
番
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
白
河
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光

商
工
部
商
工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

会
津
若
松
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
会
津
若
松
市
駅
前
町
四
〇
番
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
津
若
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光

部
産
業
政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｊ
Ｒ
郡
山
市
民
市
場

福
島
県
郡
山
市
燧
田
一
九
五
番
地

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情

報
政
策
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
駅
西
口
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
福
島
市
公
事
田
六
番
七
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光

部
産
業
政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

仙
台
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
郡
山
店

福
島
県
郡
山
市
燧
田
一
九
五
番
地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三

十
一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち

づ
く
り
課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産

業
振
興
部
商
業
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

鹿
島
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
い
わ
き
市
鹿
島
町
米
田
字
日
渡
五
番
地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

大
沼
郡
会
津
美
里
町
上
平
字
下
鬮
目
沢
二
二
二
七
の
三
、
二
二
二
七
の
四
、
字
家
ノ
下
二
九
三
二

の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
会
津
美
里
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
会
津
美
里
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

大
沼
郡
会
津
美
里
町
沼
田
字
大
明
神
丙
八
一
二
の
一
、
丙
八
一
四
の
一
、
字
屋
敷
丙
八
三
一
の
二
、

丙
八
三
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
会
津
美
里
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
会
津
美
里
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

大
沼
郡
会
津
美
里
町
上
平
字
飯
森
山
二
三
六
四
、
二
三
七
〇
、
字
與
市
郎
二
六
三
六
、
二
六
四
一

の
七
、
二
六
四
二
の
九
、
字
平
五
郎
田
二
三
四
三
、
二
三
四
四
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
会
津
美
里
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
会
津
美
里
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

大
沼
郡
会
津
美
里
町
沼
田
字
上
小
舘
丙
四
六
八
か
ら
丙
四
七
〇
ま
で
、
字
大
明
神
丙
八
〇
一
か
ら

丙
八
〇
五
ま
で
、
字
屋
敷
丙
八
三
〇
、
丙
八
三
一
の
一
、
丙
八
三
四
の
一
、
丙
八
三
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
会
津
美
里
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
会
津
美
里
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

大
沼
郡
会
津
美
里
町
東
尾
岐
字
神
籠
嶽
一
〇
〇
八
五
の
一
八
、
字
西
沢
八
五
六
四
、
八
五
六
六
、

八
五
六
八
、
八
五
六
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
会
津
美
里
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
会
津
美
里
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

相
馬
市
山
上
字
坂
下
三
六
の
一
、
三
六
の
三
、
三
七
の
一
、
三
七
の
二
、
字
間
ノ
次
郎
一
六
五
、

字
疣
石
一
の
一
か
ら
一
の
三
ま
で
、
字
円
渕
五
六
か
ら
五
九
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養
か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
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伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

相
馬
市
山
上
字
横
川
二
七
〇
の
一
、
二
七
一
、
字
松
母
一
二
六
の
一
、
字
白
谷
四
九
の
二
、
四
九

の
四
、
五
二
の
三
、
五
二
の
九
、
五
二
の
一
〇
、
字
縄
谷
一
五
三
の
二
か
ら
一
五
三
の
一
一
ま
で
、

一
五
三
の
一
三
、
一
五
三
の
一
五
か
ら
一
五
三
の
二
一
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
縄
谷
一
五
三
の
二
か
ら
一
五
三
の
一
一
ま
で
、
一
五
三
の
一
三
、
一
五
三
の
一
五
か
ら
一

五
三
の
二
一
ま
で

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変

更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る

た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
喜
多
方
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し

た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

野
辺
ハ
ル
ミ

的
場
正
夫

的
場
作
馬

菊
地
操

岩
下
彦
一

野
邊
春
江

野
辺
善
市

野
辺

惣
吾

野
辺
庄
伊

野
辺
新
次
郎

野
辺
弥
市

伊
野
直
次

遠
藤
峯
八

遠
藤
藤
次
右
衛
門

後
藤
勝
久

後
藤
蔵
之
助

後
藤
庄
喜

遠
藤
貞
一

遠
藤
正
美

遠
藤
正
彦

遠
藤
栄
八

小

椋
千
代
美

小
椋
義
輝

小
椋
善
太
郎

小
椋
登

小
椋
智
賀
良

小
椋
博

小
椋
巻
八

野
辺

新
平

的
場
作
男

野
辺
力

菊
地
久
次

野
辺
市
記

岩
下
吉
次
郎

遠
藤
留
衛

遠
藤
重
美

遠
藤
直
七

遠
藤
清
政

遠
藤
久
一

園
木
進

後
藤
リ
キ
ノ

遠
藤
俊
雄

後
藤
健
一

後

藤
豊
五

小
椋
正
彦

小
椋
榮

小
椋
勲

小
椋
康
次

小
椋
ワ
ノ

小
椋
豊
記

リ
ン
ド
産
業

株
式
会
社

田
代
寅
夫

佐
藤
一
郎

物
江
誠

荒
海
節
夫

伊
藤
芳
孝

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
三
十
一
年
福
島
県
告
示
第
百
七
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変

更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る

た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
会
津
若
松
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示

し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

強
清
水
牧
野
農
業
協
同
組
合

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
三
十
一
年
福
島
県
告
示
第
百
八
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変

更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
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た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
会
津
若
松
市
役
所
及
び
会
津
美
里
町

役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

強
清
水
牧
野
農
業
協
同
組
合

小
原
滝
正

目
黒
源
吉

菅
家
亀
八

目
黒
●

目
黒
常
三
郎

目
黒
善
之
助

目
黒
吉
助

松
崎
豊
松

小
原
キ
ン

小
原
筆
之
助

目
黒
藤
吉

内
田
勇

弓

田
與
市

久
家
冨
尾

舟
木
徳
松

久
家
栄
儀

久
家
善
次
郎

弓
田
竹
治

久
家
竹
松

久
家

林
吉

久
家
喜
一

久
家
藤
三
郎

久
家
捨
松

金
子
マ
ツ

久
家
谷
弥

内
田
幸
五
郎

小
原

三
作
雄

久
家
留
吉

小
原
廣

目
黒
倉
重

弓
田
正
志

弓
田
林
次
郎

弓
田
市
佐

弓
田
源

次
郎

弓
田
栄
松

久
家
徳
次
郎

久
家
又
重

久
家
冨
三
郎

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
三
十
一
年
福
島
県
告
示
第
百
十
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変

更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る

た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
昭
和
村
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。

当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

角
田
小
左
衛
門

小
林
悦
郎

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
三
十
一
年
福
島
県
告
示
第
百
十
一
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
伊
王

白
河
市
旗
宿
字
白
河
内
七

変
更
前

九
・
〇
〜

二
四
四
・
〇

野
白
河
線

八
番
二
地
先
か
ら

一
七
・
〇

同

市
旗
宿
字
関
ノ
森
一

三
番
二
地
先
ま
で

変
更
後

九
・
〇
〜

二
四
四
・
〇

一
五
・
〇

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

会
津
若
松
市
門
田
町
大
字

変
更
前

二
五
・
〇
〜

六
、
七
七
二
・
〇

一
一
八
号

一
ノ
堰
字
村
西
三
一
〇
番

二
四
八
・
三

六
地
先
か
ら

同

市
町
北
町
中
沢

変
更
後

二
五
・
○
〜

六
、
七
七
二
・
○

西
四
番
地
先
ま
で

七
一
・
〇

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。
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平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
高

変
更
前

一
二
・
〇
〜

一
、
〇
一
〇
・
〇

一
一
八
号

陦
字
上
居
平
四
〇
番
一
地

六
五
・
六

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
高

変
更
後

一
二
・
〇
〜

一
、
〇
一
〇
・
〇

陦
字
寄
神
乙
一
六
六
七
番

三
五
・
〇

二
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
伊
王
野
白
河
線

白
河
市
旗
宿
字
白
河
内
七
八
番
二
地
先

平
成
三
一
年
三
月
二
五
日

か
ら

同

市
旗
宿
字
関
ノ
森
一
三
番
二
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
一
一
八
号

会
津
若
松
市
神
指
町
大
字
中
四
合
字
寺

平
成
三
一
年
三
月
二
三
日

西
乙
三
一
八
番
三
地
先
か
ら

同

市
町
北
町
中
沢
西
四
番
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津

建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
二
八
九
号

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
南
倉
沢
字
木
賊

平
成
三
一
年
三
月
二
四
日

八
四
四
番
一
〇
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
南
倉
沢
字
木
賊

八
四
四
番
一
〇
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

相
馬
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

相
馬
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
相
馬
市
公
共
下
水
道
）

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
四
十
九
年
十
月
四
日

四

事
業
施
行
期
間

（
変
更
前
）

昭
和
四
十
九
年
十
月
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

（
変
更
後
）

昭
和
四
十
九
年
十
月
四
日
か
ら
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
（
平
成
二
十
七
年

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
四
号
）
の
事
業
地
の
う
ち
相
馬
市
塚
部
字
内
城
、
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石
上
字
豊
田
、
寺
田
、
花
木
町
、
宝
田
、
蛇
山
、
前
田
及
び
南
蛯
沢
、
黒

木
字
御
門
、
迎
畑
、
上
泉
及
び
諏
訪
田
、
小
野
字
小
野
迫
、
西
山
字
西
山

及
び
水
沢
、
新
沼
字
刈
敷
田
及
び
坪
ヶ
迫
、
北
小
泉
字
寺
前
、
小
泉
字
根

岸
、
屋
敷
前
及
び
山
田
、
成
田
字
藤
堂
塚
及
び
五
郎
右
エ
門
橋
、
馬
場
野

字
山
田
、
山
越
、
雨
田
、
福
迫
、
岩
穴
前
、
宝
田
及
び
豊
田
、
中
野
字
清

水
、
神
前
、
畑
ノ
前
、
寺
前
、
向
陽
及
び
桜
町
、
尾
浜
字
札
ノ
沢
、
和
田

字
北
迫
、
岩
子
字
稲
田
及
び
南
稲
田
、
南
飯
渕
字
成
南
、
木
関
無
、
曲
渕

及
び
明
神
、
百
槻
字
七
町
、
蓬
田
及
び
的
場
並
び
に
程
田
字
大
師
前
の
各

一
部
の
区
域
を
削
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
相
馬
市
馬
場
野
字
寺
内
の
全
部
の
区
域
を
削
る
。

同
事
業
地
に
相
馬
市
石
上
字
南
蛯
沢
、
黒
木
字
勝
善
、
諏
訪
田
、
上
泉
、

源
多
田
及
び
四
反
田
、
小
野
字
五
反
田
及
び
笹
川
、
新
沼
字
観
音
前
及
び

刈
敷
田
、
中
村
字
外
並
田
、
馬
場
野
字
山
田
、
中
野
字
清
水
、
神
前
及
び

堂
ノ
前
、
尾
浜
字
港
町
、
和
田
字
北
迫
、
北
飯
渕
字
阿
弥
陀
堂
及
び
川
原

崎
、
南
飯
渕
字
阿
加
戸
、
大
曲
字
天
神
並
び
に
程
田
字
大
師
前
、
観
音
前

及
び
薮
内
前
の
各
一
部
の
区
域
を
加
え
る
。

使
用
の
部
分

な
し

（
下
水
道
課
）

福
島
県
公
安
委
員
会

福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 31年 ３ 月 22日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 １ 号

福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則
福 島 県 道 路 交 通 規 則 （ 昭 和 35年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 14号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。
第 22条 第 ２ 項 中 「 福 島 県 警 察 福 島 運 転 免 許 セ ン タ ー 」 の 次 に 「 そ の 他 公 安 委 員 会 が 指

定 す る 場 所 」 を 加 え る 。
「

郡 山 市 西 田 町 芹 沢 字 後 田 91番 ２ 地 先 か ら 同 市 富 久
別 表 第 ３ 一 般 国 道 288号 の 項 中

古 舘 71番 ４ 地 先 ま で

「
郡 山 市 西 田 町 芹 沢 字 後 田 91番 ２ 地 先 か ら 同 市 富 久 山 町 福 原 字
古 舘 71番 ４ 地 先 ま で

山 町 福 原 字 田 村 郡 三 春 町 大 字 熊 耳 字 大 原 田 ３ 番 ７ 地 先 か ら 同 町 芹 ヶ 沢 小
を

滝 96番 １ 地 先 ま で
」

田 村 郡 三 春 町 字 大 町 19番 ７ 地 先 か ら 同 町 字 大 町 79番 ６ 地 先 ま
で

」
「

石 川 郡 古 殿 町 大 字 鎌 田 字 長 光 地 ６ 番 地 先 か ら 同 町
に 改 め 、 同 表 一 般 国 道 349号 の 項 中

横 川 153番 １ 地 先 ま で

「
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石 川 郡 古 殿 町 大 字 鎌 田 字 長 光 地 ６ 番 地 先 か ら 同 町 大 字 松 川 字
横 川 153番 １ 地 先 ま で

大 字 松 川 字
を

い わ き 市 三 和 町 上 三 坂 字 古 事 又 ２ 番 ６ 地 先 か ら 田 村 市 船 引 町
」

門 沢 字 新 舘 101番 ３ 地 先 ま で
」

「
い わ き 市 中 岡 町 六 丁 目 1 0番 1 3地 先 か ら 同 市 佐

に 改 め 、 同 表 県 道 日 立 い わ き 線 の 項 中
地 先 ま で

「
い わ き 市 中 岡 町 六 丁 目 10番 13地 先 か ら 同 市 佐 糠 町 碇 田 73番 １
地 先 ま で

糠 町 碇 田 73番 １
を

い わ き 市 植 田 町 根 小 屋 10番 ３ 地 先 か ら 同 市 東 田 町 二 丁 目 ４ 番
」

20地 先 ま で
」

「
白 河 市 東 深 仁 井 田 字 天 上 林 １ 番 ２ 地 先 か ら 白 河

に 改 め 、 同 表 県 道 白 河 石 川 線 の 項 中
1 8番 地 先 ま で

「
白 河 市 東 深 仁 井 田 字 天 上 林 １ 番 ２ 地 先 か ら 同 市 双 石 麦 ノ 内 18

市双石麦ノ内 番 地 先 ま で
を

」 白 河 市 双 石 麦 ノ 内 17番 地 先 か ら 同 市 板 橋 大 塚 ７ 番 １ 地 先 ま で
」

に 改 め 、 同 表 県 道 い わ き 上 三 坂 小 野 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

県 道 本 宮 三 春 線 田 村 郡 三 春 町 平 沢 字 担 橋 42 0番 地 先 か ら 同 町 字 大 町 79番 ６ 地
先 ま で

「
二本松市小 浜字鳥居町 58番 １ 地 先から同市小

別 表 第 ３ 県 道 飯 野 三 春 石 川 線 の 項 中
地 先 ま で

「
二 本 松 市 小 浜 字 鳥 居 町 58番 １ 地 先 か ら 同 市 小 浜 字 反 町 520番
地 先 ま で

浜 字 反 町 5 2 0 番 田 村 郡 三 春 町 字 大 町 19番 ７ 地 先 か ら 同 町 字 山 中 19番 ７ 地 先 ま
を

で
」

田 村 郡 三 春 町 字 樋 ノ 口 152番 ２ 地 先 か ら 同 町 平 沢 字 担 橋 420番
地 先 ま で

」
「

郡 山 市 大 町 一 丁 目 342番 地 先 か ら 同 市 大 町 二 丁
に 改 め 、 同 表 県 道 郡 山 大 越 線 の 項 中

ま で

「
郡 山 市 大 町 一 丁 目 3 4 2番 地 先 か ら 同 市 大 町 二 丁 目 7 0番 ３ 地
ま で

目 7 0 番 ３ 地 先
を

田 村 市 船 引 町 堀 越 字 夏 崎 12番 １ 地 先 か ら 同 市 船 引 町 芦 沢 字
」

ヶ 咲 173番 ３ 地 先 ま で

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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先

に 改 め 、 同 表 県 道 荒 井 郡 山 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。
梅

」

県 道 門 沢 三 春 線 田 村 市 船 引 町 門 沢 字 新 舘 1 0 1番 ３ 地 先 か ら 同 市 船 引 町 堀 越 字
夏 崎 12番 １ 地 先 ま で

田 村 市 船 引 町 芦 沢 字 梅 ヶ 咲 17 3番 ３ 地 先 か ら 田 村 郡 三 春 町 大
字 熊 耳 字 大 原 田 ３ 番 ７ 地 先 ま で

田 村 郡 三 春 町 芹 ヶ 沢 小 滝 96番 １ 地 先 か ら 同 町 字 山 中 19番 ７ 地
先 ま で

県 道 大 橋 五 百 川 停 安 達 郡 大 玉 村 玉 井 字 矢 ノ 花 2 5 1番 １ 地 先 か ら 本 宮 市 荒 井 字 久
車 場 線 保 田 132番 33地 先 ま で

別 表 第 ３ 市 道 （ 二 本 松 市 ） 鳥 居 町 新 町 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

市 道 （ 田 村 市 ） 光 田 村 市 船 引 町 芦 沢 字 高 田 21番 ２ 地 先 か ら 同 市 船 引 町 光 陽 台 37
陽 台 線 番 地 先 ま で

市 道 （ 田 村 市 ） 光 田 村 市 船 引 町 光 陽 台 37番 地 先 か ら 同 市 船 引 町 光 陽 台 26番 地 先
陽 台 中 央 線 ま で

別 表 第 ３ 市 道 （ 伊 達 市 ） 西 本 場 線 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

市 道 （ 本 宮 市 ） 上 本 宮 市 荒 井 字 清 水 23番 １ 地 先 か ら 同 市 荒 井 字 恵 向 12 1番 3 7地
原 線 先 ま で

市 道 （ 本 宮 市 ） 恵 本 宮 市 荒 井 字 恵 向 121番 16地 先 か ら 同 市 荒 井 字 恵 向 121番 13地
向 19号 線 先 ま で

様 式 第 18号 記 入 上 の 注 意 ３ 中 「 明 り よ う に か い 書 」 を 「 明 瞭 に 楷 書 」 に 改 め る 。
様 式 第 19号 の ９ 記 入 上 の 注 意 １ 中 「 明 り よ う に か い 書 」 を 「 明 瞭 に 楷 書 」 に 改 め 、 同

様 式 記 入 上 の 注 意 ４ 中 「 無 帽 」 の 次 に 「 （ 申 請 者 が 宗 教 上 又 は 医 療 上 の 理 由 に よ り 顔 の
輪 郭 を 識 別 す る こ と が で き る 範 囲 内 に お い て 頭 部 を 布 等 で 覆 う 者 で あ る 場 合 を 除
く 。 ） 」 を 加 え る 。
様 式 第 19号 の 11記 入 上 の 注 意 ２ 、 様 式 第 33号 の ２ 備 考 １ 及 び 様 式 第 33号 の ２ の ２ 備 考

１ 中 「 無 帽 」 の 次 に 「 （ 申 請 者 が 宗 教 上 又 は 医 療 上 の 理 由 に よ り 顔 の 輪 郭 を 識 別 す る こ
と が で き る 範 囲 内 に お い て 頭 部 を 布 等 で 覆 う 者 で あ る 場 合 を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。
様 式 第 40号 の ４ 備 考 ２ 中 「 明 り よ う に か い 書 」 を 「 明 瞭 に 楷 書 」 に 改 め る 。

附 則
（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 平 成 31年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 22条 第 ２ 項 の 改 正 規 定 、
様 式 第 18号 、 様 式 第 19号 の ９ 、 様 式 第 19号 の 11、 様 式 第 33号 の ２ 、 様 式 第 33号 の ２ の
２ 及 び 様 式 第 40号 の ４ の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 提 出 さ れ て い る 改 正 前 の 福 島 県 道 路 交 通 規 則 様 式 第 18号 、
様 式 第 19号 の ９ 、 様 式 第 19号 の 11、 様 式 第 33号 の ２ 、 様 式 第 33号 の ２ の ２ 及 び 様 式 第
40号 の ４ の 様 式 に よ る 申 請 書 は 、 そ れ ぞ れ 改 正 後 の 福 島 県 道 路 交 通 規 則 様 式 第 18号 、
様 式 第 19号 の ９ 、 様 式 第 19号 の 11、 様 式 第 33号 の ２ 、 様 式 第 33号 の ２ の ２ 及 び 様 式 第
40号 の ４ の 様 式 に よ る 申 請 書 と み な す 。

（ 交 通 企 画 課 ）
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福 島 県 警 察 国 有 物 品 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 31年 ３ 月 22日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ２ 号

福 島 県 警 察 国 有 物 品 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則
福 島 県 警 察 国 有 物 品 管 理 規 則 （ 昭 和 40年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。
第 １ 条 第 １ 項 中 「 お よ び 都 道 府 県 警 察 に 無 償 使 用 さ せ る 警 察 用 の 国 有 財 産 及 び 国 有 物

品 の 取 扱 い に 関 す る 総 理 府 令 」 を 「 及 び 都 道 府 県 警 察 に 無 償 使 用 さ せ る 警 察 用 の 国 有 財
産 及 び 国 有 物 品 の 取 扱 い に 関 す る 内 閣 府 令 」 に 改 め る 。
第 ２ 条 の 次 に 次 の ２ 条 を 加 え る 。
（ 代 行 機 関 ）

第 ２ 条 の ２ 本 部 長 は 、 物 品 の 管 理 に 関 す る 事 務 の 一 部 を 処 理 す る 職 員 （ 以 下 「 代 行 機
関 」 と い う 。 ） を 置 く も の と す る 。

２ 代 行 機 関 は 、 警 務 部 会 計 課 長 の 職 に あ る 者 を も つ て 充 て る 。
３ 代 行 機 関 の 行 う 事 務 は 、 物 品 の 管 理 に 関 す る 事 務 の 一 部 の う ち 、 経 常 的 か つ 軽 微 な
事 務 で あ つ て 、 別 に 定 め る も の と す る 。
（ 事 務 の 委 任 ）

第 ２ 条 の ３ 本 部 長 は 、 物 品 の 管 理 に 関 す る 事 務 を 福 島 県 警 察 所 属 の 職 員 に 委 任 す る こ
と が で き る 。
第 ３ 条 の 見 出 し 及 び 第 １ 項 中 「 物 品 出 納 員 」 の 次 に 「 及 び 物 品 出 納 員 代 理 」 を 加 え 、

同 条 第 ２ 項 中 「 、 警 務 部 会 計 課 長 の 職 に あ る 者 」 を 「 警 務 部 会 計 課 長 の 職 に あ る 者 を 、
物 品 出 納 員 代 理 は 警 務 部 会 計 課 次 席 の 職 に あ る 者 」 に 、 「 あ て る 」 を 「 充 て る 」 に 改
め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 物 品 出 納 員 は 」 を 「 物 品 出 納 員 に 」 に 、 「 お よ び 」 を 「 （ 第 ８ 条 、
第 ９ 条 及 び 第 15条 に 規 定 す る 事 務 を 除 く 。 ） 及 び 」 に 、 「 か か る 」 を 「 係 る 」 に 、 「 行
な う 」 を 「 委 任 す る 」 に 改 め 、 同 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。
４ 物 品 出 納 員 代 理 は 、 物 品 出 納 員 が 欠 け た と き 、 又 は 出 張 、 休 暇 、 欠 勤 そ の 他 の 事 由
に よ り そ の 職 務 を 行 う こ と が で き な い と き は 、 そ の 職 務 を 行 う 。
第 ４ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
（ 物 品 供 用 員 及 び 物 品 供 用 員 代 理 ）

第 ４ 条 本 部 の 各 課 （ 隊 及 び 所 を 含 む 。 ） 、 警 察 学 校 及 び 警 察 署 （ 以 下 「 所 属 」 と い
う 。 ） に 物 品 供 用 員 及 び 物 品 供 用 員 代 理 を 置 く 。

２ 物 品 供 用 員 は 所 属 の 長 の 職 に あ る 者 を 、 物 品 供 用 員 代 理 は 所 属 の 次 席 、 副 隊 長 、 副
所 長 、 副 校 長 、 副 署 長 又 は 次 長 の 職 に あ る 者 を も つ て そ れ ぞ れ 充 て る 。

３ 物 品 供 用 員 に 、 本 部 長 の 管 理 す る 物 品 の う ち 、 当 該 所 属 の 物 品 の 供 用 （ 物 品 を そ の
用 途 に 応 じ て 使 用 さ せ る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 関 す る 事 務 （ 第 10条 及 び 第 13条
か ら 第 15条 ま で に 規 定 す る 事 務 を 除 く 。 ） を 委 任 す る も の と す る 。

４ 物 品 供 用 員 代 理 は 、 物 品 供 用 員 が 欠 け た と き 、 又 は 出 張 、 休 暇 、 欠 勤 そ の 他 の 事 由
に よ り そ の 職 務 を 行 う こ と が で き な い と き は 、 そ の 職 務 を 行 う 。
第 ５ 条 中 「 行 な う 」 を 「 行 う 」 に 改 め 、 「 お よ び そ の 事 務 を 補 助 す る 職 員 」 を 削 る 。
第 ６ 条 中 「 か か る 」 を 「 係 る 」 に 改 め る 。
第 ７ 条 中 「 か か る 」 を 「 係 る 」 に 、 「 ま た は 」 を 「 又 は 」 に 、 「 お よ び 」 を 「 及 び 」

に 改 め る 。
第 ８ 条 中 「 第 １ 号 様 式 」 を 「 様 式 第 １ 号 」 に 改 め る 。
第 ９ 条 の 見 出 し 中 「 供 用 不 適 品 」 を 「 供 用 不 適 品 等 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 項 を 次 の よ う

に 改 め る 。
物 品 出 納 員 は 、 そ の 保 管 中 の 物 品 の う ち 、 供 用 の 必 要 が な い と 認 め る も の 又 は 供 用

す る こ と が で き な い と 認 め る も の が あ る と き は 、 物 品 返 納 書 ・ 供 用 不 適 品 等 報 告 書
（ 様 式 第 ２ 号 ） を も つ て 本 部 長 に 報 告 し 、 本 部 長 は 速 や か に 物 品 管 理 官 （ 府 令 第 １ 条
第 ４ 号 に 規 定 す る 物 品 管 理 官 を い う 。 ） に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。
第 ９ 条 第 ２ 項 中 「 物 品 出 納 員 ま た は 」 を 「 物 品 出 納 員 又 は 」 に 、 「 保 管 中 ま た は 」 を

「 そ の 保 管 中 又 は 」 に 、 「 物 品 の う ち に 修 繕 ま た は 」 を 「 物 品 で 修 繕 又 は 」 に 、 「 第 ３
号 様 式 」 を 「 様 式 第 ３ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 ２ 項 」 を 「 前 項 」 に 、 「 す み や
か 」 を 「 速 や か 」 に 改 め 、 「 ま た は 第 ２ 項 」 を 削 る 。
第 10条 第 １ 項 中 「 第 ４ 号 様 式 」 を 「 様 式 第 ４ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 お よ び 」 を

「 及 び 」 に 、 「 行 な う 」 を 「 行 う 」 に 改 め る 。
第 11条 第 １ 項 中 「 も つ ぱ ら 」 を 「 専 ら 」 に 、 「 と も に 」 を 「 共 に 」 に 、 「 う ち 最 も 上



平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 第3090号 183

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
席 の 者 」 を 「 主 任 者 （ 使 用 職 員 の う ち 上 席 の 者 を い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 備
品 に つ い て は 物 品 使 用 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） に 、 消 耗 品 に つ い て は 第 19条 に 規 定 す る 物 品 供
用 簿 に そ れ ぞ れ 」 を 「 物 品 使 用 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に 」 に 改 め る 。
第 12条 の 見 出 し 中 「 返 れ い 」 を 「 返 戻 」 に 改 め 、 同 条 中 「 す み や か 」 を 「 速 や か 」

に 、 「 返 れ い 」 を 「 返 戻 」 に 改 め る 。
第 13条 第 １ 項 中 「 も の が あ る と 認 め た 」 を 「 と 認 め る も の 又 は 使 用 す る こ と が で き な

い と 認 め る も の が あ る 」 に 、 「 物 品 返 納 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） 」 を 「 物 品 返 納 書 ・ 供 用 不 適
品 等 報 告 書 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 物 品 返 納 書 」 を 「 物 品 返 納 書 ・ 供 用 不 適 品 等 報 告
書 」 に 改 め る 。
第 14条 第 ２ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 本 部 長 は 、 物 品 供 用 員 の 間 に お い て 物 品 の 所 属 を 変 更 す る と き は 、 当 該 物 品 を 供 用
し て い る 物 品 供 用 員 に 対 し 返 納 を 命 じ 、 当 該 物 品 を 供 用 す べ き 物 品 供 用 員 に 対 し 、 供
用 の 目 的 を 明 ら か に し て 受 領 を 命 じ な け れ ば な ら な い 。
第 14条 第 ３ 項 中 「 第 １ 項 に 規 定 す る 」 を 削 り 、 「 、 当 該 物 品 の 供 用 換 え に か か る 物 品

供 用 員 に 対 し 、 物 品 の 引 渡 し お よ び 受 領 を 命 ず る 」 を 「 す る 」 に 改 め る 。
第 15条 中 「 物 品 亡 失 （ 損 傷 ） 報 告 （ 通 知 ） 書 （ 第 ７ 号 様 式 ） 」 を 「 物 品 亡 失 （ 損 傷 ）

報 告 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） 」 に 改 め る 。
第 16条 中 「 か か る 」 を 「 係 る 」 に 、 「 物 品 亡 失 （ 損 傷 ） 報 告 （ 通 知 ） 書 」 を 「 物 品 亡

失 （ 損 傷 ） 報 告 書 」 に 改 め る 。
第 17条 第 １ 項 中 「 定 期 に 、 お よ び 物 品 管 理 職 員 」 を 「 、 物 品 管 理 職 員 」 に 、 「 お よ び

帳 簿 」 を 「 及 び 帳 簿 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 が 立 ち 会 う も の と し 、 当 該 物 品 管 理 職 員
が 事 故 に よ り 立 ち 会 う こ と が で き な い と き は 、 そ の 代 理 者 ま た は 本 部 長 が 命 じ た 職 員 」
を 「 又 は 本 部 長 が 指 定 す る 職 員 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 第 ８ 号 様 式 」 を 「 様 式 第 ７
号 」 に 改 め る 。
第 18条 中 「 お よ び 」 を 「 及 び 」 に 改 め る 。
第 19条 を 次 の よ う に 改 め る 。
（ 帳 簿 及 び 整 理 区 分 ）

第 19条 物 品 出 納 員 は 物 品 管 理 ・ 出 納 簿 （ 様 式 第 ８ 号 ） を 、 物 品 供 用 員 は 物 品 供 用 簿
（ 様 式 第 ９ 号 ） を 備 え 、 そ れ ぞ れ の 職 務 に 応 じ 、 そ の 管 理 す る 物 品 に つ い て の 異 動 の
状 況 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 に 規 定 す る 物 品 の 異 動 は 、 物 品 管 理 職 員 ご と に 、 そ れ ぞ れ 別 表 第 １ 及 び 別 表 第
２ に 規 定 す る と こ ろ に よ り 区 分 し て 整 理 し な け れ ば な ら な い 。
第 20条 中 「 第 ９ 号 様 式 」 を 「 様 式 第 10号 」 に 改 め る 。
別 表 第 １ 及 び 別 表 第 ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 １ （ 第 19条 関 係 ）
物 品 出 納 員 に 係 る 整 理 区 分

区 分 区 分 に 該 当 す る 場 合

１ 無 償 使 用 物 品 管 理 官 か ら 無 償 使 用 し た 場 合
２ 供 用 物 品 を 物 品 供 用 員 に 供 用 す る 場 合
３ 供 用 換 物 品 の 供 用 を 他 の 物 品 供 用 員 に 移 す 場 合
４ 返 納 物 品 を 物 品 供 用 員 か ら 返 納 さ せ る 場 合
５ 返 還 無 償 使 用 し て い る 物 品 を 物 品 管 理 官 に 返 還 す る 場 合
６ 亡 失 物 品 の 亡 失 に つ い て 整 理 す る 場 合
７ 雑 件 物 品 に つ い て 前 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い 移 動 が あ る 場 合

別 表 第 ２ （ 第 19条 関 係 ）
物 品 供 用 員 に 係 る 整 理 区 分

区 分 区 分 に 該 当 す る 場 合

１ 受 領 物 品 を 物 品 出 納 員 か ら 受 領 す る 場 合
２ 供 用 物 品 を 使 用 職 員 に 供 用 す る 場 合
３ 返 納 物 品 を 物 品 出 納 員 に 返 納 す る 場 合
４ 返 戻 物 品 を 使 用 職 員 か ら 返 戻 さ せ る 場 合
５ 亡 失 物 品 の 亡 失 に つ い て 整 理 す る 場 合
６ 雑 件 物 品 に つ い て 前 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い 移 動 が あ る 場 合
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別 表 第 ３ 及 び 別 表 第 ４ を 削 除 す る 。
第 １ 号 様 式 か ら 第 ４ 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。
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様 式 第 １ 号 （ 第 ８ 条 関 係 ）

物 品 保 管 委 託 （ 貸 付 ） 書

第 号
年 月 日

物 品 供 用 員 次 席 （ 長 ） 所 属 名

請 求
次 の と お り 保 管 委 託 （ 貸 付 ） を 通 知 し ま す 。

命 令

本 部 長 物 品 出 納 員

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

庁 用 品 重 要 物 品
警 察 庁 備 品

警 察 装 備 用 品 消 耗 品

品 目 規 格 数 量 摘 要

保管委託（貸付）先所在地

保 管 委 託 （ 貸 付 ） 先 名

自 年 月 日
保 管 委 託 （ 貸 付 ） 期 間

至 年 月 日

理 由 及 び 条 件

物 品 出 納 記 録 済 物 品 供 用 簿 記 録 済

年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞

備 考
１ 決 裁 欄 は 適 宜 変 更 す る こ と が で き る 。
２ 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 第3090号186

様 式 第 ２ 号 （ 第 ９ 条 、 第 13条 関 係 ）

物 品 返 納 書
供 用 不 適 品 等 報 告 書

第 号
年 月 日

物 品 供 用 員 次 席 （ 長 ） 所 属 名

報 告 す る 。
次 の と お り 返 納 （ 供 用 不 適 品 等 ） を （ 返 還 ） し て よ ろ し い か 。

（ 返 還 を ） 命 じ ま す 。

本 部 長 物 品 出 納 員
会 計 課 長

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

庁 用 品 重 要 物 品
警 察 庁 備 品

警 察 装 備 用 品 消 耗 品

品 目 番 号 品 目 規 格 数 量 現 在 高 摘 要

返 納 （ 返 還 ） 理 由

物 品 の 現 況

物 品 受 領 済 物 品 出 納 （ 供 用 ） 簿 記 録 済

年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞

上 記 の と お り 物 品 を 返 還 し ま す 。
年 月 日

物 品 管 理 官

福 島 県 警 察 本 部 長 殿

福 島 県 警 察 本 部 長

備 考
１ 決 裁 欄 は 適 宜 変 更 す る こ と が で き る 。
２ 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 第3090号 187

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ３ 号 （ 第 ９ 条 関 係 ）

物 品 修 繕 （ 改 造 ） 書

第 号
年 月 日

物 品 供 用 員 次 席 （ 長 ） 所 属 名

請 求
次 の と お り 修 繕 （ 改 造 ） を 通 知 し ま す 。

命 令

本 部 長 物 品 出 納 員
会 計 課 長

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

庁 用 品 重 要 物 品
警 察 庁 備 品

警 察 装 備 用 品 消 耗 品

品 目 番 号 品 目 規 格 数 量 時 期 摘 要

修 繕 （ 改 造 ） の 内 容 及 び 条 件

物 品 出 納 簿 記 録 済 物 品 供 用 簿 記 録 済

年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞

備 考
１ 決 裁 欄 は 適 宜 変 更 す る こ と が で き る 。
２ 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る 。



平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 第3090号188

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ４ 号 （ 第 10条 、 第 14条 関 係 ）

物 品 供 用 （ 供 用 換 ） 書

第 号
年 月 日

物 品 供 用 員 次 席 （ 長 ） 所 属 名
受

物 品 供 用 員 次 席 （ 長 ） 所 属 名
払

し て よ ろ し い か 。
次 の と お り 供 用 （ 供 用 換 ） を

命 じ ま す 。

本 部 長 物 品 出 納 員
会 計 課 長

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

庁 用 品 重 要 物 品
警 察 庁 備 品

警 察 装 備 用 品 消 耗 品

品 目 番 号 品 目 規 格 数 量 現 在 高 供 用 目 的

摘 要

物 品 受 領 済 物 品 出 納 （ 供 用 ） 簿 記 録 済

年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞

備 考
１ 決 裁 欄 は 適 宜 変 更 す る こ と が で き る 。
２ 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る 。



平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 第3090号 189

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第 ５ 号 様 式 中 「 第 ５ 号 様 式 」 を 「 様 式 第 ５ 号 」 に 、 「 課 署 等 名 」 を 「 所 属 名 」 に 改 め

る 。
第 ６ 号 様 式 か ら 第 ９ 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。



平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 第3090号190

様 式 第 ６ 号 （ 第 15条 及 び 第 16条 関 係 ）

物 品 亡 失 （ 損 傷 ） 報 告 書

第 号
年 月 日

警 察 本 部 長
殿

物 品 供 用 員

官 職 氏 名 ㊞

次 の と お り 物 品 を 亡 失 （ 損 傷 ） し た か ら 報 告 し ま す 。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

庁 用 品 重 要 物 品
警 察 庁

警 察 装 備 用 品 備 品

品 目 番 号 品 目 数 量 価 格

亡 失 （ 損 傷 ） 年 月 日

亡 失 （ 損 傷 ） 発 生 場 所

亡 失 （ 損 傷 ） の 事 由

亡失（損傷）後の処理 状 況

亡失（損傷）当時における
物 品 の 使 用 状 況

そ の 他 参 考 事 項

備 考
１ 記 載 欄 が 狭 い と き は 、 別 紙 と す る こ と 。
２ 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 第3090号 191

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ７ 号 （ 第 17条 関 係 ）

検 査 書

第 号
年 月 日

殿

検 査 員 官 職 氏 名 ㊞
立 会 人 官 職 氏 名 ㊞

福 島 県 警 察 国 有 物品 管 理 規 則 第 17条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の 者 に つ い て 検 査し た
と こ ろ 物 品 管 理 を し て い る も のと 認 め ま す 。

定 期 又 は 随 時 検 査

所 属 名

物 品 管 理 職員 の 官 職 氏 名

管 理 期 間 年 月 日 か ら 年 月 日 ま で

交 替 検 査

所 属 名

前 任 物 品 管理 職 員 の 官 職

氏 名

管 理 期 間 年 月 日 か ら 年 月 日 ま で

後 任 物 品 管理 職 員 の 官 職

氏 名

備 考 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る 。



平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 第3090号192

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ９ 号 の 次 に 次 の １ 様 式 を 加 え る 。
様
式
第
８
号
（
第
1
9
条
関
係
）

物
品

管
理

・
出

納
簿

重
要
物
品

庁
用

品
備

品
分
類
Ⅰ

警
察
庁

・
分
類
Ⅱ

警
察
装
備
用
品

・
細
分
類

消
耗
品

品
品
目
番
号

単
目

位
物

品
管

理
簿

物
品

出
納

簿
異
動
高

現
在
高

異
動
数
量

現
在
高

供
用
内
訳

増
減

計

供
貸

保
供

保
年
月
日

摘
要

数
数

付
数

摘
要

計
備
考

価
格

価
格

寄
価
格

増
減

用
託

管
量

用
管

量
量

備
考１

物
品
の
分
類
及
び
品
目
別
に
別
葉
と
す
る
。

２
こ
の
様
式
の
記
入
方
法
は
、
次
に
よ
る
。

⑴
年
月
日
欄
は
、
当
該
異
動
が
あ
つ
た
年
月
日
を
記
入
す
る
。

⑵
備
品
の
場
合
は
価
格
欄
を
、
消
耗
品
の
場
合
は
物
品
管
理
簿
欄
の
価
格
、
供
用
、
貸
付
寄
託
及
び
保
管
欄
の
記
入
を
省
略
す
る
。

⑶
通
信
物
品
は
、
物
品
管
理
簿
欄
の
記
入
は
省
略
す
る
。

⑷
物
品
出
納
簿
欄
の
摘
要
欄
は
、
別
表
第
１
の
「
区
分
」
欄
に
掲
げ
る
区
分
の
種
類
及
び
必
要
な
事
項
を
記
入
す
る
。

⑸
供
用
内
訳
欄
は
適
宜
変
更
し
て
使
用
す
る
も
の
と
し
、
供
用
所
属
の
名
称
を
記
入
し
、
供
用
欄
の
数
量
内
訳
を
記
入
す
る
。

⑹
毎
葉
の
余
白
が
無
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
葉
及
び
次
葉
の
摘
要
欄
に
「
繰
越
」
と
記
入
し
て
繰
越
し
を
す
る
も
の
と
す
る
。

⑺
毎
会
計
年
度
末
に
お
い
て
は
、
摘
要
欄
に
「
翌
年
度
に
繰
越
」
と
記
入
し
て
締
め
切
り
、
次
行
に
は
、
摘
要
欄
に
「
前
年
度
よ
り
繰
越
」
と
記
入
し
て
繰
り
越

す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
会
計
年
度
間
に
お
い
て
、
物
品
の
異
動
が
な
い
場
合
は
繰
越
の
記
入
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

⑻
軽
微
な
修
繕
又
は
改
造
の
た
め
に
す
る
物
品
の
異
動
に
つ
い
て
は
、
記
入
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。



平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 第3090号 193

様 式 第 ９ 号 （ 第 19条 関 係 ）
物 品 供 用 簿

重要物品
庁 用 品 備 品

分類Ⅰ 警察庁 分類Ⅱ 警 察 装 備 用 品 細分類 消 耗 品

品 目 品 目 単位
番 号
異動数量 現在高 供用内訳

年月日 摘 要 増 減 供 保 計
用 管

備考
１ 物品の分類及び品目別に別葉とする。
２ この様式の記入方法は、次による。
⑴ 年月日欄は、当該異動があつた年月日を記入する。
⑵ 摘要欄は、別表第２の「区分」欄に掲げる区分の種類及び必要な事項を記入する。
⑶ 供用内訳欄は適宜変更して使用するものとし、供用課及び係の名称を記入し、供用
欄の数量内訳を記入する。
⑷ 毎葉の余白が無くなつた場合には、当該葉及び次葉の摘要欄に「繰越」と記入して
繰越しをするものとする。
⑸ 毎会計年度末においては、摘要欄に「翌年度に繰越」と記入して締め切り、次行に
は、摘要欄に「前年度より繰越」と記入して繰り越すものとする。ただし、当該会計
年度間において、物品の異動がない場合は繰越の記入を要しないものとする。
⑹ 軽微な修繕又は改造のためにする物品の異動については、記入を要しないものとす
る。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 第3090号194

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ９ 号 の 次 に 次 の １ 様 式 を 加 え る 。



平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 第3090号 195

様 式 第 10号 （ 第 20条 関 係 ）

交 替 引 継 書

年 月 日 作 成

１ 物 品 出 納 （ 供 用 ） 簿 冊

２ 物 品 出 納 （ 供 用 ） 関 係 書 類

名 称 冊

名 称 冊

名 称 冊

上 記 帳 簿 及 び 関 係 書 類 を 引 き 継 ぎ ま す 。

年 月 日

前 任 物 品 出 納 （ 供 用 ） 員
官 職 氏 名 ㊞

後 任 物 品 出 納 （ 供 用 ） 員
官 職 氏 名 ㊞

備 考 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 第3090号196

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附 則

（ 施 行 期 日 ）
１ こ の 規 則 は 、 平 成 31年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 １ 条 第 １ 項 の 改 正 規 定 、
第 ３ 条 第 ３ 項 の 改 正 規 定 （ 「 か か る 」 を 「 係 る 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 、 第 ５ 条 か
ら 第 ７ 条 ま で の 改 正 規 定 、 第 ９ 条 第 ２ 項 の 改 正 規 定 （ 「 第 ３ 号 様 式 」 を 「 様 式 第 ３ 号 」
に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） 、 同 条 第 ３ 項 の 改 正 規 定 （ 「 す み や か に 」 を 「 速 や か に 」 に
改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 、 第 10条 第 ３ 項 の 改 正 規 定 、 第 11条 第 １ 項 の 改 正 規 定 （ 「 も つ
ぱ ら 」 を 「 専 ら 」 に 、 「 と も に 」 を 「 共 に 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 、 第 12条 の 改 正
規 定 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 、 第 16条 の 改 正 規 定 （ 「 か か る 」 を 「 係 る 」 に 改 め る 部 分 に
限 る 。 ） 、 第 17条 第 １ 項 及 び 第 18条 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 提 出 さ れ て い る 改 正 前 の 福 島 県 警 察 国 有 物 品 管 理 規 則 第 １
号 様 式 に よ る 物 品 保 管 委 託 （ 貸 付 ） 書 、 第 ３ 号 様 式 に よ る 物 品 修 繕 （ 改 造 ） 書 、 第 ４
号 様 式 に よ る 物 品 供 用 （ 供 用 換 ） 書 、 第 ５ 号 様 式 に よ る 物 品 使 用 書 、 第 ６ 号 様 式 に よ
る 物 品 返 納 書 、 第 ７ 号 様 式 に よ る 物 品 亡 失 （ 損 傷 ） 報 告 （ 通 知 ） 書 、 第 ８ 号 様 式 に よ
る 検 査 書 及 び 第 ９ 号 様 式 に よ る 交 替 引 継 書 は 、 そ れ ぞ れ 改 正 後 の 福 島 県 警 察 国 有 物 品
管 理 規 則 様 式 第 １ 号 に よ る 物 品 保 管 委 託 （ 貸 付 ） 書 、 様 式 第 ３ 号 に よ る 物 品 修 繕 （ 改
造 ） 書 、 様 式 第 ４ 号 に よ る 物 品 供 用 （ 供 用 換 ） 書 、 様 式 第 ５ 号 に よ る 物 品 使 用 書 、 様
式 第 ２ 号 に よ る 物 品 返 納 書 ・ 供 用 不 適 品 等 報 告 書 、 様 式 第 ６ 号 に よ る 物 品 亡 失 （ 損
傷 ） 報 告 書 、 様 式 第 ７ 号 に よ る 検 査 書 及 び 様 式 第 10号 に よ る 交 替 引 継 書 と み な す 。

（ 会 計 課 ）


